
 

準備しておきたい手順書・記録（例） 

必要な記録 必要な情報 記録名 

仕入れ販売商品、 

原材料の仕入れに 

関する記録 

 

 

 
 

食品の調理、製造、 
保管の記録 

 

 

 

 

施設の衛生状態の記録 

 

 

 

 

 

従事者についての記録 
 

 

 

 

その他 
 

  



準備しておきたい手順書・記録（例）

必要な記録 必要な情報 記録名

仕入れ販売商品、
原材料の仕入れに
関する記録

仕入れ元の住所、電話番号等を記載した名
簿やリスト、仕入れ年月日が分かるもの

・仕入れ伝票、納品書等

食品の調理、製造、
保管の記録

調理温度、保管温度等、加熱時間や保管が
適切に行われていたことが証明できる記録

・加熱温度（芯温確認）記録
・冷却温度確認記録
・調理手順書（レシピ、指図書）等
・保管温度管理記録

（冷蔵庫、冷凍庫、ショーケース等）

施設の衛生状態の記録
衛生管理に関わる自主点検記録や
日報、検査結果や成績書等

・水質検査記録
・清掃記録
・温度計、圧力計等の点検記録
・貯水槽清掃記録（貯水槽がある場合）
・殺菌又は浄水装置の定期点検記録
（設置している場合）
・ネズミ、昆虫の駆除作業実施記録

従事者についての記録
従事者の健康状態、検便、健康診断の実施
状況が確認できる情報

・体調チェック記録
・検便実施記録

その他 ・保健所等への連絡網
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役割 氏名 部署

チームメンバー表



教育方法 いつ 内容

教育計画を立ててみましょう！



清掃場所 頻度 方法

施設・設備管理

月 清掃記録 頻度 1日 2日 3日 4日 5日 6日

清掃記録

. 年 月 日 確認者

確認事項 結果

施設・設備管理記録



清掃場所 頻度 方法

駐車場 毎日 ・開店前、外用ほうきと塵取りでゴミを拾う

トラックヤード 毎日 ・開店前、外用ほうきと塵取りでゴミを拾う

店舗内 毎日
・床をモップ掛けする
・汚れたらその都度、清掃する

買い物カゴ 月2回
・天気が良い日や来店者の少ない時間を選び、
汚れがひどいものは洗剤を使用して洗う

施設・設備管理の例

4月 清掃記録 頻度 1日 2日 3日 4日 5日 6日

駐車場 毎日 佐藤 佐藤 佐藤 鈴木 鈴木

荷下ろし場 毎日 小林 小林 小林 小林 小林

店舗内 毎日 山田 山田 山田 山田 山田

買い物カゴ 月2回 ― ― 山田 ― ―

清掃記録の例

〇年〇月〇日 確認者 △△

確認事項 結果

清掃記録をつけている 〇

換気扇、エアコンの清掃ができている 〇

換気扇、エアコンの点検ができている 業務用エアコンの定期検査実施

切れている照明は無い 鮮魚部門：1本点滅していたので、交換

施設・設備管理記録の例



作成日：2018年○月○日

基礎衛生のポイント

担当部門 いつ
商品の納入時

その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

どのように

受入担当者が、次のことを確認する
● 外箱に異常はないか（包装の破れや液漏れなど）
● 品物名や数量など、注文通りに納品されているか
● 保管温度が守られていたか
● 農産物と水産物の場合：産地と品種/魚種

問題があったとき
メーカーや仕入れ元などへ問題がないか確認し、
必要に応じて、返品か廃棄などの対応を行う

担当部門 いつ
始業前 ・ 作業中 ・ 業務終了後

その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

どのように
担当者は温度管理手順に従って次のことを確認する
● 商品の保存温度に従って保管されているか
● 庫内温度を確認し、記録する

問題があったとき
● 庫内温度に異常が出た場合は責任者に報告
● 商品温度を測定し、記録する
● 速やかに業者に連絡し、修理してもらう

担当部門 いつ
始業前 ・ 作業中 ・ 業務終了後

その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

どのように
● 試食の時間管理
● 消毒液の設置

問題があったとき
● 試食品が汚染された可能性がある場合は、すぐに責任者に 
報告し、対応する
● 必要があれば保健所へ連絡する

担当部門 いつ
毎日

その他（各器具の洗浄手順に従った頻度）

どのように
● 台車、かごの洗浄手順に従う
● ショーケースの清掃手順に従う

問題があったとき
● 廃棄
● 洗浄のやり直し

担当部門 いつ
午前・午後に各１回

その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

どのように 担当者がトイレ清掃手順に従って清掃を行う

問題があったとき 酷い汚れなどを見つけた際は責任者に報告する

担当部門 いつ
就業前 

その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

どのように
従業員の衛生管理マニュアルに従って就業前に健康管理記録を
つける

問題があったとき 責任者に報告し、指示を受ける

担当部門 いつ
作業開始前 ・ 用便後 ・ 手が汚れたとき

食品に直接触れる作業の前 ・ 食品や器具を取り扱う前
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

どのように 手洗いマニュアルに従って手を洗う

問題があったとき
水が出ない等の問題が生じた場合は別の手洗い場所で手洗いを
し、使い捨て手袋を使用して食品への汚染を防ぐ

衛生管理計画例（仕入れ販売商品）

手洗いの実施

各部門

器具等の
洗浄・消毒・殺菌

仕入れ販売

トイレの洗浄・消毒

清掃担当

従業員の健康管理 等

仕入れ販売

受入確認

仕入れ販売

庫内温度の確認
（冷蔵庫・冷凍庫）

仕入れ販売

交差汚染や
二次汚染の防止

仕入れ販売



作成日：2018年○月○日

基礎衛生のポイント

担当部門 いつ
商品及び原材料の納入時

その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

どのように

受入担当者が、次のことを確認する
● 外箱に異常はないか（包装の破れや液漏れなど）
● 品物名や数量など、注文通りに納品されているか
● 保管温度が守られていたか
● 畜産物の場合：産地と品種

問題があったとき
メーカーや仕入れ元などへ問題がないか確認し、
必要に応じて、返品か廃棄などの対応を行う

担当部門 いつ
始業前 ・ 作業中 ・ 業務終了後

その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

どのように
担当者は温度管理手順に従って次のことを確認する
● 商品の保存温度に従って保管されているか
● 庫内温度を確認し、記録する（ローストビーフは4℃以下）

問題があったとき
● 庫内温度に異常が出た場合は責任者に報告
● 商品温度を測定し、記録する
● 速やかに業者に連絡し、修理してもらう

担当部門 いつ
始業前 ・ 作業中 ・ 業務終了後

その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

どのように
● 包丁、まな板などの使い分け（アレルゲン管理）
● 器具の衛生的な使用管理

問題があったとき

● 十分に洗浄、消毒を行う
● 加熱せずに喫食する製品を汚染した可能性がある場合は、す
ぐに責任者に報告し、対応する
● 必要があれば保健所へ連絡する

担当部門 いつ
始業前 ・ 作業中 ・ 業務終了後

その他（各器具の洗浄手順に従った頻度）

どのように マニュアルに従って洗浄殺菌を行う

問題があったとき 酷い汚れなどを見つけた際は責任者に報告する

担当部門 いつ
午前・午後に各１回

その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

どのように 担当者がトイレ清掃手順に従って清掃を行う

問題があったとき 酷い汚れなどを見つけた際は責任者に報告する

担当部門 いつ
就業前 

その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

どのように
従業員の衛生管理マニュアルに従って就業前に健康管理記録を
つける

問題があったとき 責任者に報告し、指示を受ける

担当部門 いつ
作業開始前 ・ 用便後 ・ 手が汚れたとき

食品に直接触れる作業の前 ・ 食品や器具を取り扱う前
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

どのように 手洗いマニュアルに従って手を洗う

問題があったとき
水が出ない等の問題が生じた場合は別の手洗い場所で手洗いを
し、使い捨て手袋を使用して食品への汚染を防ぐ

衛生管理計画例（精肉部門）

手洗いの実施

各部門

器具等の
洗浄・消毒・殺菌

精肉部門

トイレの洗浄・消毒

清掃担当

従業員の健康管理 等

精肉部門

原材料の受入確認

精肉部門

庫内温度の確認
（冷蔵庫・冷凍庫）

精肉部門

交差汚染や
二次汚染の防止

精肉部門



作成日：2018年○月○日

基礎衛生のポイント

担当部門 いつ
商品及び原材料の納入時

その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

どのように

受入担当者が、次のことを確認する
● 外箱に異常はないか（包装の破れや液漏れなど）
● 品物名や数量など、注文通りに納品されているか
● 保管温度が守られていたか
● 水産物の場合：産地と魚種

問題があったとき
メーカーや仕入れ元などへ問題がないか確認し、
必要に応じて、返品か廃棄などの対応を行う

担当部門 いつ
始業前 ・ 作業中 ・ 業務終了後

その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

どのように
担当者は温度管理手順に従って次のことを確認する
● 商品の保存温度に従って保管されているか
● 庫内温度を確認し、記録する（生食用の保管温度は10℃以下）

問題があったとき
● 庫内温度に異常が出た場合は責任者に報告
● 商品温度を測定し、記録する
● 速やかに業者に連絡し、修理してもらう

担当部門 いつ
始業前 ・ 作業中 ・ 業務終了後

その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

どのように
● 包丁、まな板などの使い分け（アレルゲン管理）
● 器具の衛生的な使用管理

問題があったとき

● 十分に洗浄、消毒を行う
● 加熱せずに喫食する製品を汚染した可能性がある場合は、すぐに
責任者に報告し、対応する
● 必要があれば保健所へ連絡する

担当部門 いつ
始業前 ・ 作業中 ・ 業務終了後

その他（各器具の洗浄手順に従った頻度）

どのように マニュアルに従って洗浄殺菌を行う

問題があったとき 酷い汚れなどを見つけた際は責任者に報告する

担当部門 いつ
午前・午後に各１回

その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

どのように 担当者がトイレ清掃手順に従って清掃を行う

問題があったとき 酷い汚れなどを見つけた際は責任者に報告する

担当部門 いつ
就業前

その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

どのように
従業員の衛生管理マニュアルに従って就業前に健康管理記録をつけ
る

問題があったとき 責任者に報告し、指示を受ける

担当部門 いつ
作業開始前 ・ 用便後 ・ 手が汚れたとき

食品に直接触れる作業の前 ・ 食品や器具を取り扱う前
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

どのように 手洗いマニュアルに従って手を洗う

問題があったとき
水が出ない等の問題が生じた場合は別の手洗い場所で手洗いをし、
使い捨て手袋を使用して食品への汚染を防ぐ

衛生管理計画例（鮮魚部門）

手洗いの実施

各部門

器具等の
洗浄・消毒・殺菌

鮮魚部門

トイレの洗浄・消毒

清掃担当

従業員の健康管理 等

鮮魚部門

原材料の受入確認

鮮魚部門

庫内温度の確認
（冷蔵庫・冷凍庫）

鮮魚部門

交差汚染や
二次汚染の防止

鮮魚部門



作成日：2018年○月○日

基礎衛生のポイント

担当部門 いつ
商品及び原材料の納入時

その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

どのように

受入担当者が、次のことを確認する
● 外箱に異常はないか（包装の破れや液漏れなど）
● 品物名や数量など、注文通りに納品されているか
● 保管温度が守られていたか
● 農産物の場合：産地、防かび剤

問題があったとき
メーカーや仕入れ元などへ問題がないか確認し、
必要に応じて、返品か廃棄などの対応を行う

担当部門 いつ
始業前 ・ 作業中 ・ 業務終了後

その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

どのように
担当者は温度管理手順に従って次のことを確認する
● 商品の保存温度に従って保管されているか
● 庫内温度を確認し、記録する（生食用の保管温度は10℃以下）

問題があったとき
● 庫内温度に異常が出た場合は責任者に報告
● 商品温度を測定し、記録する
● 速やかに業者に連絡し、修理してもらう

担当部門 いつ
始業前 ・ 作業中 ・ 業務終了後

その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

どのように
● 包丁、まな板などの使い分け（アレルゲン管理）
● 器具の衛生的な使用管理

問題があったとき

● 十分に洗浄、消毒を行う
● 加熱せずに喫食する製品を汚染した可能性がある場合は、すぐに
責任者に報告し、対応する
● 必要があれば保健所へ連絡する

担当部門 いつ
始業前 ・ 作業中 ・ 業務終了後

その他（各器具の洗浄手順に従った頻度）

どのように マニュアルに従って洗浄殺菌を行う

問題があったとき
●判明した時点で責任者に報告する
●陳列商品の回収を行う

担当部門 いつ
午前・午後に各１回

その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

どのように 担当者がトイレ清掃手順に従って清掃を行う

問題があったとき 酷い汚れなどを見つけた際は責任者に報告する

担当部門 いつ
就業前 

その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

どのように
従業員の衛生管理マニュアルに従って就業前に健康管理記録をつけ
る

問題があったとき 責任者に報告し、指示を受ける

担当部門 いつ
作業開始前 ・ 用便後 ・ 手が汚れたとき

食品に直接触れる作業の前 ・ 食品や器具を取り扱う前
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

どのように 手洗いマニュアルに従って手を洗う

問題があったとき
水が出ない等の問題が生じた場合は別の手洗い場所で手洗いをし、
使い捨て手袋を使用して食品への汚染を防ぐ

衛生管理計画例（青果部門）

手洗いの実施

各部門

器具等の
洗浄・消毒・殺菌

青果部門

トイレの洗浄・消毒

清掃担当

従業員の健康管理 等

青果部門

原材料の受入確認

青果部門

庫内温度の確認
（冷蔵庫・冷凍庫）

青果部門

交差汚染や
二次汚染の防止

青果部門



作成日：2018年○月○日

基礎衛生のポイント

担当部門 いつ
原材料の納入時

その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

どのように

受入担当者が、次のことを確認する
● 外箱に異常はないか（包装の破れや液漏れなど）
● 品物名や数量など、注文通りに納品されているか
● 保管温度が守られていたか
● 農産物と水産物の場合：産地と品種/魚種

問題があったとき
メーカーや仕入れ元などへ問題がないか確認し、
必要に応じて、返品か廃棄などの対応を行う

担当部門 いつ
始業前 ・ 作業中 ・ 業務終了後

その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

どのように
担当者は温度管理手順に従って次のことを確認する
● 商品の保存温度に従って保管されているか
● 庫内温度を確認し、記録する

問題があったとき
● 庫内温度に異常が出た場合は責任者に報告
● 商品温度を測定し、記録する
● 速やかに業者に連絡し、修理してもらう

担当部門 いつ
始業前 ・ 作業中 ・ 業務終了後

その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

どのように
● 包丁、まな板などの使い分け（アレルゲン管理）
● 器具（トングなど）の衛生的な使用管理

問題があったとき

● 十分に洗浄、消毒を行う
● 加熱せずに喫食する製品を汚染した可能性がある場合は、す
ぐに責任者に報告し、対応する
● 必要があれば保健所へ連絡する

担当部門 いつ
始業前 ・ 作業中 ・ 業務終了後

その他（各器具の洗浄手順に従った頻度）

どのように マニュアルに従って洗浄殺菌を行う

問題があったとき 酷い汚れなどを見つけた際は責任者に報告する

担当部門 いつ
午前・午後に各１回

その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

どのように 担当者がトイレ清掃手順に従って清掃を行う

問題があったとき 酷い汚れなどを見つけた際は責任者に報告する

担当部門 いつ
就業前 

その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

どのように
従業員の衛生管理マニュアルに従って就業前に健康管理記録を
つける

問題があったとき 責任者に報告し、指示を受ける

担当部門 いつ
作業開始前 ・ 用便後 ・ 手が汚れたとき

食品に直接触れる作業の前 ・ 食品や器具を取り扱う前
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

どのように 手洗いマニュアルに従って手を洗う

問題があったとき
水が出ない等の問題が生じた場合は別の手洗い場所で手洗いを
し、使い捨て手袋を使用して食品への汚染を防ぐ

衛生管理計画例（惣菜部門）

手洗いの実施

原材料の受入確認

庫内温度の確認
（冷蔵庫・冷凍庫）

交差汚染や
二次汚染の防止

器具等の
洗浄・消毒・殺菌

トイレの洗浄・消毒

従業員の健康管理 等

惣菜部門

各部門

惣菜部門

惣菜部門

惣菜部門

惣菜部門

清掃担当



衛生管理計画 作成日： 作成日：2018年○月○日

基礎衛生のポイント

担当部門 いつ

どのように

問題があったとき

担当部門 いつ

どのように

問題があったとき

担当部門 いつ

どのように

問題があったとき

担当部門 いつ

どのように

問題があったとき

担当部門 いつ

どのように

問題があったとき

担当部門 いつ

どのように

問題があったとき

担当部門 いつ

どのように

問題があったとき

原材料の受入確認

庫内温度の確認
（冷蔵庫・冷凍庫）

交差汚染や
二次汚染の防止

手洗いの実施

器具等の
洗浄・消毒・殺菌

トイレの洗浄・消毒

従業員の健康管理 等
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手順書 №
何の手順か 作成日

対象者 責任者

頻度

場所・道具

記録

確認方法

内容（どのように行うのか）

守らないとどうなるか






















